
トヨタ自動車田原工場風力発電所設置事業環境影響評価準備書について

の知事意見

はじめに

事業者は、以下の事項について十分に検討し、その結果を環境影響評価書（以下「評

価書」という。）に記載するとともに、評価書に記載される内容に従って環境保全に万

全を期する必要がある。

1 全般的事項

(1) 事業の実施に当たっては、 環境影馨評価準備書に記載されている環境保全措置

を確実に実施することはもとより、 環境保全対策に関する最善の利用可能技術を

導入するなど、より一層の環境影響の低減に努めること。

(2) 環境への影響に関して新たな事実が判明した場合等においては、 必要に応じて

適切な措置を講ずること。

2 騒音及び超低周波音

(1) 工事用資材の搬出入車両が走行する道路沿道では、 道路交通騒音が現状で環境

基準値を上回る地点があることから、 工事の実施に当たっては、 沿道環境への影

響をより一層低減するため、走行車両台数の平準化や抑制、 エコ ドライブ等、 環

境保全措置を徹底すること。

(2) 対象事業実施区域の近傍に住居等が存在していることから、 工事中及び供用時

における周辺環境への影響をより一層低減するため、 低騒音型の建設機械の積極

的な使用や風力発電機の適切な点検·整備の実施、 関係車両のエコ ドライブ等、

環境保全措置を徹底すること。

3 水質

沈砂池排水口における浮遊物質量の予測結果が、 降雨時の現地調査結果より高

い予測地点があることから、 工事中における濁水の流出防止のため、 沈砂池の設

置及び維持管理等を適切に行うとともに、 環境監視により水の濁りの状況を的確

に把握し、 必要に応じて適切な措置を講ずること。

4 風車の影

(1) 対象事業実施区域の近傍の住居等における風車の影による影響の有無を明らか

にするため、時間別日影図等を示すこと。
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